
機密性2 完全性2 可用性2

法務省民商第188号

平成28年12月27日

法務局長殿

地方法務局長殿

法務省民事局商事課長

（公印省略）

「差押命令の申立てが取り下げられたことを証する書面」の様式につい

て（通知）

標記について，別紙1のとおり最高裁判所事務総局民事局第三課長から当職

宛てに照会があり，別紙2のとおり回答しましたので， この旨貴管下供託官に

周知方お取り計らい願います。
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別紙］

最高裁民三第591号

平成28年12月20日

法務省民事局商事課長殿

最高裁判所事務総局民事局第三課長餘多分宏聡

「差押命令の申立てが取り下げられたことを証する書面」の

様式について（照会）

民事執行法（昭和54年法律第4号）第156条の規定に基づくいわゆる執行供

託がされた後，差押命令の申立てが取り下げられた場合又は差押命令を取り消す決

定が効力を生じた場合における供託金の払渡しは， 「執行裁判所の支払委託に基づ

いてする。ただし，債務者から，供託金払渡請求書に差押命令の申立てが取り下げ

られたこと又は差押命令を取り消す決定が効力を生じたことを証明する書面を添付

して，右の供託金の払渡請求があったときは， これを認可して差し支えない。 」こ

ととされておりますが（民事執行法等の施行に伴う供託事務の取扱いについて（昭

和55年9月6日付け法務省民四第5333号法務省民事局長通達）及び供託規則

の一部改正等に伴う供託事務の取扱いについて（平成17年3月1日付け法務省民

商第544号法務省民事局長。法務省大臣官房会計課長通達） ） ， このただし書の

方法（差押命令の申立てが取り下げられた場合に限る。 ）による供託金の払渡請求

のために裁判所書記官が作成する「差押命令の申立てが取り下げられたことを証す

る書面」の様式は，別紙のとおりで差し支えないか照会します。

なお，差し支えない場合には，貴管下法務局及び地方法務局の供託官にその旨を

周知いただくようお願いします。



(別紙）

取下通知書

債務者○○○○殿

平成 年 月 日

○○地方裁判所民事第○○部

裁判所書記官 印

下記1の事件について2， 3のとおり （□にチェックを入れたものに限る。 ）終

了したことを通知します。

記

1 事件番号 平成 年（ル）第 号債権差押命令申立事件

2終局事由（全部終了）口全部取下げ

（一部終了）口別紙記載の第三債務者についての取下げ

口別紙記載の債権の一部についての取下げ

3 終局日 平成 年 月 日

口上記1の事件の差押えに基づいてされた供託の概要は，別紙供託書正本の写

しのとおりです。

（注）

本通知書作成日の前日までに，上記事件による差押えに基づき，債務者に払い渡すべき供託

金について第三債務者から事情届が提出されている場合には，別紙として供託書正本の写しを

添付する。



別紙2

機密性2

法務省民商第187号

平成28年12月27日

最高裁判所事務総局民事局第三課長餘多分宏聡殿

法務省民事局商事課長坂本
一
一
一

「差押命令の申立てが取り下げられたことを証する書面」の様式につい

て（回答）

本月20日付け最高裁民三第591号をもって照会のありました標記の件に

ついては，貴見のとおり取り扱われて差し支えありません。

なお， この旨を法務局長及び地方法務局長に通知しましたので， 申し添えま

す。


